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はじめに  

 日本では、1996 年に金融自由化の波の１つである金融ビッグバンを契機に、

証券・金融市場の改革が行われていった。またアメリカでは、2008 年にサブプ

ライムローン問題と大手投資銀行グループのリーマンブラザーズの倒産による

リーマン・ショックの影響から、世界中に過去最大級の金融危機が発生した。5 

このような社会的な変化や経済的な影響を受け、人生において一人ひとりが金

融リテラシーの習得と活用は必要不可欠であるという声が世界中で高まってい

った。  

そしてこの流れのなかで、日本では金融リテラシーを向上させるために、金

融庁の金融研究センターが 2012 年 11 月に「金融経済教育研究会」を設立し、10 

「最低限身に付けておきたい金融リテラシー」1を公表した。その後、2016 年６

月には金融広報中央委員会が「金融リテラシーマップ」を作成し 2、金融教育に

おける方針を示した。このようにして、国内では金融リテラシーの必要性と重

要性への認識が高まっていった。  

しかし、このような金融リテラシーへの取り組みは本当に定着しているのだ15 

ろうか。2016 年に金融広報中央委員会が行った金融リテラシーに関する国内初

の大規模調査によれば、定着度は未だ乏しいことがわかる 3。  

さらに、日本と比べて消費者意識の高いイギリスの消費者市民社会という観

点から、社会的責任のある行動をすることが必要であるとされている。しかし

日本人にとって社会的責任に対する重要性は、さほど認識されていないと考え20 

られる。  

そこで今回、本論文では日本や諸外国の金融リテラシーの現状分析やその比

較、金融教育の現状分析などを行い、今後日本において必要とされる金融リテ

ラシーを定義する。そしてその金融リテラシーを普及させるために提言し、我々

の考えた金融リテラシーがどのような影響を日本に及ぼすことができるのか考25 

察していきたい。  

                                                      

1 金融経済教育研究会 (2013)pp.1-4 を参照されたい。  

2 金融広報中央委員会 (2016c)pp.3-4 を参照されたい。  

3 金融広報中央委員会 (2016c)pp.3-4 を参照されたい。  
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第１章  金融リテラシーとは  

第１節 金融リテラシーの定義  

 日本証券業協会は、金融リテラシーを「金融に関する知識や情報を正しく理5 

解し、自らが主体的に判断することが出来る能力であるであり、社会人として

経済的に自立し、より良い暮らしを行っていく上で欠かせない生活スキル」と

定義した 4。 

 2008 年、OECD は「金融に関する適切で健全な意思決定を行い、金銭面での個

人の良い暮らし（ Well-being）を達成するために必要な、金融に関する意識・10 

知識・スキル・態度及び行動の総体」と金融リテラシーを定義付けた 5。 

また、OECD と日本証券業協会の文言の双方に「良い暮らし(Well-being)」と

いう言葉が含まれている。漠然と述べられている言葉だが、具体的にはどのよ

うな意味をもつのだろうか。  

我々は、「良い暮らし」とは持続可能な社会を目指して一人ひとりが主体的に15 

選択、行動できる社会であると考える。ノーベル経済学賞を受賞したアマルテ

ィア・センは、「豊か」な人は選択肢、決定権が多いと述べた 6。人生における

選択肢や決定権を増やすためには、知識が必要であり、知識がなければ選択肢

を得ることができない。一人ひとりが選択肢を広げ、自身のためだけでなく社

会のために最適な行動をとれるようになれば、環境、文化など様々な観点から20 

より充実した社会を育むことができる。  

また、これらの力を身に着けるための教育の一つとして金融教育がある。金

融広報中央委員会によると、金融教育とは「お金や金融の様々な働きを理解し、

それを通じて自分の暮らしや社会について考え、自分の生き方や価値観を磨き

ながら、より豊かな生活やより良い社会づくりに向けて、主体的に行動できる25 

                                                      
4 日本証券業協会 HP(2018)を参照されたい。  
5 金融広報中央委員会 (2012) p.2 および Atkinson and Messy(2012)を参照さ

れたい。  
6 江川直子(2006)を参照されたい。  
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態度を養う教育」と定義されている 7。次節では、日本に関わる金融教育の変遷

を確認していく。  

 

第２節 金融教育の変遷  

 日本では 2000 年代に入り、「貯蓄から投資へ」という目標が掲げられ、経済5 

教育、投資教育が強調されてきた 8。2004 年には金融庁が「金融改革プログラ

ム」において金融教育の拡充を図り、金融教育元年と言われた 2005 年には、金

融庁により金融経済教育懇談会が設置された。しかし、2007 年に閣議決定され

た「基本方針 2007」には、金融教育に関する事項が盛り込まれなかった 9。また、

文部科学省における学習指導要領の改訂作業においても、金融教育の推進につ10 

いて直接的な言及はなかった 10。 

 一方、世界ではサブプライムローン問題から起こった金融危機の反省から、

消費者の金融リテラシーの向上を目的とした金融教育の推進の機運が高まった

11。2012 年に、OECD/INFE による「金融教育のための国家戦略に関するハイレ

ベル原則」が公表された 12。 15 

これを受け、日本でも今後の金融教育のあり方を検討するため、有識者・関

係省庁・関係団体をメンバーとする「金融経済教育研究会」を設置し、2013 年

４月に研究報告書を公表した 13。この報告書内で、「生活スキルとして最低限身

に付けるべき金融リテラシー」が示された 14。そこでは、「家計管理」、「生活設

計」、「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」、「外部20 

の知見の適切な活用」を金融リテラシーの４分野と規定された。また、2013 年

６月には同報告書に基づき、「金融経済教育推進会議」が設置された。同じ時期

に 2012 年８月に成立した消費者教育推進法に基づいて、「消費者教育推進に関

する基本的な方針」が閣議決定され、その中で「消費者教育の一環としての金

                                                      
7 金融広報中央委員会 (2007)p.1 から引用  
8 伊藤宏一(2012c)p.39 を参照されたい。  
9 伊藤宏一(2012b)p.27 を参照されたい。  
10 伊藤宏一(2012b)p.27 を参照されたい。  
11 全国銀行協会(2018)p.8 を参照されたい。  
12 金融広報中央委員会 (2012)p.3 を参照されたい。  
13 金融庁(2013)を参照されたい。  
14 金融庁(2013)p.9 を参照されたい。  
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融経済教育の推進」が明記された 15。また、金融経済教育推進会議は、 2014 年

に金融リテラシーの項目別・年齢層別の体系的スタンダードを「金融リテラシ

ーマップ」として具体化した。  

さらに金融庁は、2017 年２月に「家計の安定的な資産形成に関する有識者会

議」を設置し、主要なテーマの１つに金融経済教育・投資教育を掲げた 16。加え5 

て、政府が 2017 年６月に公表した「未来投資戦略 2017―Society 5.0 の実現に

向けた改革―」も、「家計における少額からの積立を利用した長期・分散投資に

よる資産形成を促す観点から、つみたて NISA を含め、NISA 制度全体の更なる

普及・促進を図るとともに、家計の実践的な投資知識の深化につながる金融・

投資教育等を充実させる 17」ことを掲げている。  10 

 このように、金融リテラシーを向上させるために、政府をはじめとする様々

な機関が政策を行ってきた。注目すべきは、近年は資産形成を目的とした金融

教育に焦点が置かれていることである。これを踏まえたうえで、次節では金融

リテラシーを取得する意義を再考していく。  

 15 

第３節 金融リテラシーの必要性  

 近年、様々な機関が主体となって取り組みを行っている影響で、金融リテラ

シー向上に対する関心が高まっている。その背景には、金融リテラシー不足が

引き起こした金融恐慌への反省や、金融にまつわる生活環境、経済社会環境の

変化などが挙げられる。このような流れの中で、金融リテラシーの必要性はど20 

のように捉えられているのだろうか。  

まず、金融恐慌への反省からくる金融リテラシーについて述べていく。金融

リテラシーの不足は金融恐慌を引き起こす可能性がある。2007 年、サブプライ

ムローン問題からサブプライム金融危機と同時に世界恐慌が起こった。この問

題について、本来金融に関する知識を住宅購入者が有していれば、返済能力を25 

超過した借り入れは危険であるということを理解することができただろう。こ

のような一連の金融危機を受けて、世界中において金融リテラシーの普及が進

                                                      
15 伊藤宏一(2012b) p.２を参照されたい。  
16 全国銀行協会(2018)p.3 を参照されたい。  
17 全国銀行協会(2018)p.3 より引用  
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められてきたのである。  

次に、生活環境の変化の中で必要とされる金融リテラシーについて述べる。

現代社会において、多くの人が貯蓄、資産運用、住宅の購入をはじめとするロ

ーン、クレジットカードの利用などで金融と接する機会が多くなっている。こ

のような金融の多様化は、経済の発展を促すとともに様々なリスクも伴う。金5 

融に関するトラブルの発生時の相談窓口は存在するが、図表１の金融トラブル

発生時の相談窓口・制度の認識を見ると、 26.3％と約３割の人が存在すら知ら

ないという結果になっている。また、金融トラブルを経験した人に絞ると、

33.4％とさらに多くの割合で相談窓口や制度を認識していないことがわかった

18。 10 

  

図表１ 金融トラブル発生時の相談窓口の認識  

 

出所：金融広報中央委員会 (2016b)「金融リテラシー  調査」p.11 より引用  

 15 

我々は金融トラブルの予防のため、また、トラブルに巻き込まれてしまった

後の対処のためにも「生活スキル」としての金融リテラシーが必要である。  

次に経済社会の変化の中で必要とされる金融リテラシーについて述べる。人

生では様々な資金が必要と言われているが、そのなかでも重要なものは３大資

金の「住宅資金」、「教育資金」、「老後資金」である。この３大資金のなかで、20 

ここでは「老後資金」について触れていく。日本では 2060 年に 2.5 人に１人が

60 歳以上となると見込まれており 19、があるように、「老後資金」は近い将来、

                                                      
18金融広報中央委員会 (2016b)p.11 を参照されたい。  
19 総務省(2012)を参照されたい。  
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自力で確保する必要がより一層高まることが予測される。  

しかし、図表２の通り、「老後資金」を確保できている人が 26.0％と約３割

にも届かない結果となっている。  

 

図表２ ３大費用についての必要額の認識、資金計画、資金確保  5 

 

出所：金融広報中央委員会 (2016b)「金融リテラシー  調査」p.９より引用  

 

また、「老後資金」の大きな収入源は年金制度である。しかし、日本では少子

高齢化や人口減少が進んでいるため、現在の年金制度では老後の所得保障とな10 

らない懸念が高まっている 20。そのため、若い世代から自助努力による資産形

成を行う必要性が高くなってきている。例を挙げると、投資信託、株の購入、

外貨預金、個人年金などの様々な証券投資制度である。しかし、図表３をみる

と、７割以上の人が証券投資の必要性を感じておらず、資産形成の手段として

証券投資の必要性を理解している人が少ないことがわかる。  15 

  

 

 

 

 20 

 

                                                      
20 大和総研(2018)「老後のための資産形成」を参照されたい。  
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図表３ 証券投資の必要性  

 

 

出所：日本証券業協会 (2015)「証券投資に関する全国調査（個人調査）」  

p.16 より筆者作成  5 

 

 このことからも、社会全体として老後に向けた資産形成の重要性を理解して

いる人が少ないことがわかる。  

以上から、このような金融面での社会全体の課題を解決するためにも、個人

が自ら主体性をもって金融リテラシーを学び、活用する必要があると我々は考10 

える。  

さらに、図表４は金融広報中央委員会が発表している金融教育の４つの分野

と重要概念を表している。この重要概念には、「公正で持続可能な社会」が含ま

れ、そこでは「個人の消費行動、職業選択等が社会に与える影響について理解

し、自分の日頃の消費活動と職業選択とを関連付けて、公正で持続可能な社会15 

の形成に向けて考え行動する態度を身に付ける」21と明記してある。つまり、個

人の行動と社会や環境との相互作用を考慮する広い視野を身に着けることが求

められる。我々は、そうした視野の下で金融行動を取ることがより一層必要に

なっていると考える。また金融庁発行・編集の「基礎から学べる金融ガイド」

において、家計の資金は新しい事業を興したり、積極的に設備投資・研究開発20 

をしたりする意欲とアイデアを持つ人や企業を応援するために扱うことで、

                                                      

21 金融広報中央委員会 HP「金融教育の目標と方法」より引用  
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我々の生活を良くする。そして、それは日本経済の活性化にも役立つと考えら

れている 22。すなわち、適切な金融商品の利用選択が、金融システムの健全性の

向上と資金循環の円滑化を促進し、経済活動の持続可能性を高め、「より良い暮

らし」に繋がると考えられる 23。 

 5 

図表４ より良い生活と金融教育  

 

出所：金融広報中央委員会 HP「金融教育の目標と方法」より引用  

 

以上のことから、金融リテラシーは自らの資産を形成するため、金融恐慌を10 

防ぐためだけでなく、社会の持続的な発展のために必要不可欠なものであると

考えられる。また、人生において、「良い暮らし」を実現するためにも金融リテ

ラシーは身につけるべき知識であり、それを活用していく必要がある。金融リ

テラシーを身に着けることは、豊かな社会や新たな価値の創造に寄与しようと

                                                      
22 金融庁(2011)p.21 を参照されたい。  
23 村上恵子(2016)p.22 を参照されたい。  
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する姿勢を育むと我々は考える。  

 

第２章 日本の現状分析  

第１節 金融リテラシーの現状分析  

 本節では、日本における金融リテラシーの現状について述べる。日本では、5 

家計内の資産のうち預貯金が占める割合が多い。それを表したものが、図表５

の日本の家計における金融資産の商品別割合である。  

 

図表５ 金融資産の金融商品別割合  

 10 

出所:金融広報中央委員会 (2017)「家計の金融行動に関する世論調査」p.3 より

筆者作成  

 

しかし、預貯金が選択されるまでに個人がどのような考察をしたのかという

ようなプロセスの問題はあまり議論されない。様々な金融資産のリスク・リタ15 

ーンを十分に吟味した結果なのか、あるいは最初から安全性だけを重視した結
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果なのか、それは消費者の置かれた状況や特性によって異なってくる 24。金融

商品には様々なリスクが存在する。例えばインフレが生じたとき、実質的な預

貯金の価値が目減りしていくというリスクがある。  

また、日本は年功序列の賃金制度が確立されており、日本家計の多くは自ら

資産を形成する必要がなかった。そのため、適切な投資対象を積極的に調べる5 

機会が少なく、金融リテラシーを求められることもなかった。しかし、今後は

経済用語を理解できる知識に加えて、知識を前提とした行動力を促す金融リテ

ラシーを身につけることが極めて重要である。 

しかし、図表６の金融広報中央委員会による「子どものくらしとお金に関す

る調査（第 3 回）2015 年度調査」をみると、金融知識の理解度の低さがわかる。10 

「レンタル CD の延滞金」、「欠陥商品の交換や返品」（中学生・高校生向け設問）、

「保険」、「消費税」など、比較的身近な知識に関しては理解されているものの

25、少し難易度の高い経済専門用語になると正答率が１割から４割となった。

高校生では「複利」、「ペイオフ」、「 72 の法則」、「投機」、「分散投資」といった

用語を「聞いたことがない」という生徒が半数以上いることがわかった。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

                                                      
24 山下貴子(2017)p.2 を参照されたい。  
25 金融広報中央委員会 (2016d)p.33 を参照されたい。  
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図表６ 金融関連用語の認知度  

 

出所：金融広報中央委員会（ 2016d）「子どものくらしとお金に関する

調査（第 3 回）2015 年度調査」p.35 より筆者作成  

 5 

さらに、日本 FP 協会により全国の 20 歳～34 歳の就業者を対象に「働く若者

のくらしとお金に関する調査 2017」が行われた。図表７はその中の様々なお金

に関する制度の認知度を表している。調査によると、すべての制度において「知

っていた」と答えた人の割合が 50％を下回る結果となった。「生命保険料控除」

の認知度は 46.8%、「知らなかった」と答えた人が 53.3%である。また、「住宅ロ10 

ーン控除」の認知率は 38.0%で、マイホーム暮らしの人に限っても 57.3%となっ

た。住宅ローン控除を受けるためには、購入した住宅に入居した翌年に確定申

告を行う必要があるが、制度を知らずに控除の申請をしていない人が多くいる

と考えられる。また、「セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）」の

認知率は 29.5%となった。 2017 年から始まった特例のため、まだ認知されてい15 

ないことがわかる。そのほか、「 iDeCo（個人型確定拠出年金）」の認知率は 28.3%、

「つみたて NISA（積み立て型の少額投資非課税制度）」の認知率は 24.2%となっ

た。 

 

 20 
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図表７ 金融に関する制度への認知度調査結果（各単一回答）  

 

出所：日本 FP 協会（ 2017）「働く若者のくらしとお金に関する調査 2017」 

p.19 より引用  

 5 

次に、より包括的なリテラシー理解度を確認していく。図表８は、日本の金

融リテラシーの実態を知るために実施された金融に関するアンケート調査の年

代別正答率を表す。図表 8 をみると、 18～29 歳の年齢層の正答率が一番低く、

50％を下回っていることがわかる。これからの日本を担っていくべき若年層の

正答率は相対的に低い。また 70 代で低下するものの、それまでは年齢を重ねる10 

ごとに金融リテラシーが高くなる傾向にある。しかし、我々は現段階のリテラ

シー水準を高いと言い切ることは出来ないと考える。  

 

 

 15 
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図表８ 年代別金融リテラシー理解度  

 

出所：金融広報中央委員会  (2016b)「金融リテラシー」の調査  p.12 より筆者

作成 5 

 

図表 9 は、金融資産保有額ごとの金融リテラシーの理解度を表したものであ

る。図表 9 より保有額が 0、つまり金融資産を持っていない層の金融リテラシ

ー理解度は 41.5％である。また、2000 万円以上もの金融資産を保有している者

の理解度は 73.5％であった。これを踏まえると、金融資産保有額と金融リテラ10 

シー理解度は比例関係にあることがわかる。  

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 
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図表９ 金融資産保有額別金融リテラシー理解度  

 

出所：金融広報中央委員会 (2016b)「金融リテラシー」の調査  p.12 より筆者作

成 

 5 

次に、消費者の社会的責任に関する意識について触れていく。日本では、持

続可能な社会へ向けた消費者の意識は高いとは言い難い。例として、日本のフ

ェアトレードの市場規模 (2014 年)をみると約 94 億円であり、全世界の市場規

模約 8300 億円の１％強に過ぎず、先進国のなかで非常に低い水準である 26。倫

理的消費調査委員会は、2016 年 12 月に全国の 2500 人を対象とした倫理的消費10 

に関するアンケート調査を行った。倫理的消費委員会は、倫理的消費を「社会

や環境に対する負担や影響といった社会的費用や世代内と世代間の公正の確保、

持続可能性を意識しつつ、社会や環境に配慮した工程・流通で製造された商品・

サービスを積極的に選択し、消費後の廃棄についても配慮する消費活動 27」と

定義している。世界をみると、地球温暖化や熱帯雨林の伐採などの地球環境に15 

関わる諸問題や、開発途上国の労働者にまつわる人権問題、貧困等の社会問題

は無視し得ない課題となっている 28。我々消費者はこうした問題への認識を高

めなければならない。倫理的消費によって社会的課題を解決しようとする姿勢

                                                      
26 倫理的消費調査研究会 (2017)p.1 を参照されたい。  
27 倫理的消費調査研究会 (2017)pp.34-35 より引用  
28 倫理的消費調査研究会 (2017)p.1 を参照されたい。  
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は、社会の持続可能性の観点から必要不可欠である。では、現在の消費者意識

はどれほどなのか、詳しく述べていく。  

図表 10 は同アンケートにおける倫理的消費への関心度の結果を示したもの

である。「非常に興味がある」と答えた割合が 5.8%、「ある程度興味がある」が

30.1％であった。半数以上が興味、関心を持っていないことがわかる。年齢階5 

層別にみると、 50 代・ 60 代が 40.1％で関心度が高く、 10 代・20 代が 36.9％

と続いている。  

 

図表 10 倫理的消費への関心度  

 10 

出所：「倫理的消費」調査研究会(2017)「倫理的消費調査研究会  取りまとめ～

あなたの消費が世界の未来を変える～」p.17 より筆者作成  

 

 さらに、図表 11 は同アンケートにおけるエシカルな行動の実践状況を表す。

実施しているとの回答は「よく実践している」が 3.2%、「時々実践している」15 

が 25.8％で合計 29.0％となっており、関心があっても行動に結びついていな

いことがわかる。  
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図表 11 エシカルな行動の実践状況  

 

出所：「倫理的消費」調査研究会 (2017)「倫理的消費調査研究会  取りまとめ～

あなたの消費が世界の未来を変える～」 p.17 より筆者作成  

 5 

 以上を踏まえると、日本国内では金融に関する知識、新しい制度への理解が

低いことがわかる。また、金融リテラシー理解度は、年代別、金融資産保有額

別で差が生じていることがわかった。さらに、持続可能な社会を目指した消費

者の意識も高いとは言い難い現状である。次節では金融教育を分析したうえで

問題点を明らかにしていく。  10 

 

第２節 金融教育の現状分析  

次に、日本における金融教育に関する取り組みの現状について述べる。まず

学校教育について確認していく。学校における金融教育は、主に社会科・公民

科及び家庭科で行われている。また、金融広報中央委員会をはじめとする様々15 

な団体が、金融教育に関する取り組みを行っていることが分かった。以下で詳

しく述べていく。  

金融経済教育を推進する研究会は、全国の中学校、高等学校を対象として金

融教育に関するアンケート調査を行った。また、図表 12 は同アンケートにお
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ける金融教育の実施状況を表している。この結果をみると、全国の中学校、高

等学校の７割以上が金融教育を実施していることがわかった。このことから、

政府をはじめとする様々な団体による金融教育の普及活動により、金融教育を

実施する学校は増加していることが考えられる。しかしながら、３割近くの学

校では未だに実施されておらず、普及の余地があることがわかる。  5 

 

図表 12 金融経済教育の実施状況  

 

出所：金融経済教育を推進する研究会  (2014) 「中学校・高等における金融

経済教育の実態調査報告書」p.24 より引用  10 

 

次に図表 13 は、金融教育における生徒の関心度を表したものである。「とて

も関心を持っていた」、「ある程度関心を持っていた」が８割近く、多くの生徒

が興味関心を持っていることがわかる 29。 

 15 

 

 

 

 

 20 

                                                      
29 金融経済教育を推進する研究会 (2014)p.25 を参照されたい。  
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図表 13 金融教育に対する生徒の関心度  

 

出所:金融経済教育を推進する研究会（ 2014）「中学校・高等における金融経済

教育の実態調査報告書  p.25 より引用  

 5 

 さらに、同アンケートで教員に金融教育の必要性を尋ねたところ、図表 14 の

通り「必要である」が 37.0％、「ある程度必要である」が 58.0％で、合計は割

に達した 30。中学校・高校、教科の違いにかかわらず、ほとんどの教員が金融教

育の必要性を感じている。必要だと思う理由については、「賢い消費者としての

知識を身に付けるため」が 73.5%と高い。さらに、「将来個人として自立するた10 

め」が 38.9%といった消費者教育の一環として意識されている回答もある 31。 

 

 

 

 15 

 

 

                                                      
30 金融経済教育を推進する研究会 (2014)p.27 を参照されたい。  
31 金融経済教育を推進する研究会 (2014)p.28 を参照されたい。  
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図表 14 金融経済教育の必要性  

  

 

出所：金融経済教育を推進する研究会  (2014) 「中学校・高等における金融経

済教育の実態調査報告書」p.23 より引用  5 

 

このように、金融教育の実施状況は徐々に高まっている。しかし、全国にお

いてその金融教育を受けた成果を考察するようなものはあるのだろうか。  

 現在、文部科学省は小学 6 年生と中学 3 年生を対象に「全国学力・学習状況

調査」が行われている。これは、義務教育の機会均等とその水準の維持向上と10 

いう観点から実施されている。また、文部科学省は、この学力調査を行う目的

は主に 3 つあるとしている。 1 つ目は、全国的な児童生徒の学力や学習状況を

把握・分析し、教育施策の成果と課題の検証を行い、その改善を図ることであ

る。2 つ目は、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等

に役立てることである。そして、 3 つ目としてそのような取り組みを通じて、15 

教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することとしている 32。すなわ

ち、「全国学力・学習状況調査」は生徒の学力を「見える化」することで、今後

                                                      
32 ベネッセ教育情報サイト (2018)を参照されたい。  
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の学校教育の改善・進歩を図る目的で行われる。しかしながら、現在教科とし

て扱われているのは、図表 15 の通りである。  

 

図表 15 「全国学力・学習状況調査」の開催年表  

分類 ⼩学校 6 年生  

   

 

国語Ａ  国語Ｂ  算数Ａ  算数Ｂ  理科 

開催年次  毎年度  毎年度  毎年度  毎年度  ３年ごと  

分類 中学校３年生  

   

 

国語Ａ  国語Ｂ  数学Ａ  数学Ｂ  理科 

開催年次  毎年度  毎年度  毎年度  毎年度  ３年ごと  

出所：国立教育政策研究所 (2015)「全国学力・学習状況調査の調査問題・正答5 

例・解説資料について」より筆者作成  

 

図表 15 からわかる通り、算数や数学、国語は毎年度行われ、理科は３年ごと

に実施されている。一方で、金融教育で主に扱われる教科である社会科はまだ

「全国学力・学習状況調査」の科目として実施されていないことがわかる。つ10 

まり、学校教育の場や様々な団体が金融教育を積極的に行っているにもかかわ

らず、日本全体の義務教育課程の学生全体の金融リテラシー定着度の「見える

化」ができていないことが考えられる。「見える化」が行われなければ、金融教

育の効果は減少してしまうと我々は考える。  

次に、様々な団体による金融教育の現状を確認する。日本における金融リテ15 

ラシーの向上を目的とし、幅広い課題について審議すべく、金融広報中央委員

会によって「金融経済教育推進会議」が設置された。以下では、金融経済教育

推進会議で行われた議論について見ていく。  

 金融経済教育推進会議では、①金融リテラシーの具体化・体系化②構成団体

の教育・知識普及活動充実のための体制整備の 2 つを課題として認識している20 

33。１つ目の金融リテラシーの具体化・体系化については、 2013 年 4 月金融経

済教育研究会による今後の金融教育のあり方について書かれた報告書に記載さ

                                                      
33 前川 瑞穂(2014)p.5 を参照されたい。  
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れた「生活スキルとして最低限身に付けるべき金融リテラシー」で示された。

２つ目の構成団体の教育・知識普及活動充実のための体制整備に関しては、ま

ず図表 16 の金融経済推進会議に関係する団体の 2017 年度の取り組み実績を見

てほしい。ここから、講師派遣回数（授業コマ数）、主催セミナー等の開催回数

ともに増加していることがわかる。  5 

 

図表 16 金融教育経済推進会議の関係団体の取り組み実績 (2017 年度 ) 

 

 出所：金融広報中央委員会 (2018)「2017 年度における関係団体等の取組実績

について」p.5 より引用  10 

 

また、金融広報中央委員会により 2017 年度上期に試行された「事前／事後型

アンケート」では、株式・債券投資へのイメージに関して、「ちょっと勉強すれ

ば自分でもいけそう」が 29.7%から 62.6％へ、投資に関する合理的な判断が問

われる問題においても「投資する」が 45.1％から 62.6％と事前と事後での数値15 

の上昇から効果的な教育・知識普及活動が行われている事がわかる 34。 

さらに、金融経済教育推進会議が属する金融広報中央委員会は都道府県金融

広報委員会、政府、日本銀行、地方公共団体、民間団体等と協力し、中立公正

                                                      

34 金融広報中央委員会 (2018)p.14 を参照されたい。  
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な立場から、暮らしに身近な金融に関する幅広い広報活動を行っている 35。  

以上を踏まえると、2013 年 4 月に金融経済教育推進会議が設置されてから現

在に至るまで①金融リテラシーの具体化・体系化②構成団体の教育・知識普及

活動充実のための体制整備という、２つの課題達成に向けて徐々に効果的な活

動が行われていることがわかる。  5 

これまで、様々な機関による金融教育について確認してきた。その一方で、

日本では消費者市民社会や倫理的消費などの持続可能な社会へ向けた教育が進

んでいないのが現状である。  

また、日本における金融教育の大きな指針となっているものが金融リテラシ

ーマップである。金融リテラシーマップには、「国民一人ひとりの金融リテラシ10 

ーが向上すれば、結果として、健全で質の高い金融商品の提供の促進や、家計

金融資産の有効活用にもつながり、公正で持続可能な社会の実現に役立ち得る

36」との記載がある。ここからも、公正で持続可能な社会の実現へ向けた視点が

あるようにうかがえる。  

しかしながら、金融リテラシーマップでは、「生活管理」、「生活設計」「金融15 

知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」、「外部の知見の適

切な活用」の４分野のみが最低限身に付けるべき金融リテラシーとして掲げら

れている 37。我々は、現状の金融リテラシーマップに社会的責任に関する項目

が盛り込まれていないことが問題点であると考えた。今後、金融教育の目標や

内容について、社会的責任の項目を盛り込んだより充実したスタンダードを確20 

立することは、意義があると我々は考える。  

 

 

第３章 諸外国の現状分析  

 第２章では日本の金融リテラシーの現状と金融教育の現状について分析を行25 

った。第３章では、諸外国の金融リテラシー、金融教育について詳しく述べて

いく。  

                                                      
35 金融広報中央委員会 HP「金融広報中央委員会とは」を参照されたい。  
36 金融広報中央委員会 (2016c)p.1 より引用  
37 金融広報中央委員会 (2016c)pp.3-4 を参照されたい。  
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第１節 イギリスの現状分析  

 2013 年 12 月、英国議会は公的な金融機関マネー・アドバイス・サービス (MAS)

に関する報告書を提出した 38。この背景には、イギリスにおいて従来から指摘

されてきた国民の貯蓄不足の問題がある。例として、スコティッシュ・ウィド5 

ウズが毎年実施している調査によると、 30 代及び 40 代の 47%が十分に貯蓄し

ていない、あるいは全く貯蓄していないとの結果が出ている 39。 

 一方、公的年金の給付水準は低く、 2016 年度は夫婦満額で週 190.80 ポンド

となっている 40。これは所得代替率で見ると、図表 17 の通り OECD 諸国の中で

メキシコやチリに次ぐ低い水準である。  10 

 そのためイギリスでは、老後に向けた資産形成の重要性が一層高く、金融教

育が重要な政策課題として位置づけられている。例として、2014 年 9 月からは、

公立学校のカリキュラムにおいて金融教育が盛り込まれている 41。  

 

図表 17 OECD 諸国における公的年金の所得代替率  15 

 

出所：野村資本市場研究所 (2017)「英国における金融教育に関する実態調査  

－マネー・アドバイス・サービス（ MAS）の事例－」 p.4 より引用  

                                                      
38 田中健太郎(2014)pp.26-27 を参照されたい。  
39 野村資本市場研究所 (2017)p.４を参照されたい。  
40 野村資本市場研究所 (2017)p.４を参照されたい。  
41 野村資本市場研究所 (2017)p.５を参照されたい。  
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 次に、イギリスの金融教育について確認する。イギリスにおける金融教育の

スタートは、金融サービス機構（ FSA）による「金融サービスに関する公衆の理

解促進：消費者教育のための戦略」（ 1998 年 11 月）に始まる 42。翌 1999 年に

「金融リテラシー教育」と「消費者への情報提供及び助言」の２つを柱とする5 

「消費者教育プログラム」（ FSA, 1999）を策定した 43。ここで金融リテラシー教

育とは、「金融サービスについて質問できる情報を持った消費者になり、自分の

ファイナンスを効果的に管理するために必要な知識・理解・スキルの土台を個

人に付与する教育 44」である。  

 また、FSA とは別に、イギリス政府は、従来から経済・社会・人口構造の変化10 

という大きな環境変化への対応の一環として、金融サービス市場の強化を目指

し、効率的で独立した規制体制の構築、単純で低コストの投資商品と金融包摂

を達成するための対策を推進してきた 45。その過程でイギリス政府は、こうし

た対策を、消費者が市場において積極的な役割を果たすようになれば、もっと

大きな効果を発揮するのではないかとの認識を強めた。これは、イギリスにお15 

ける金融ケイパビリティ概念が注目されるようになったきっかけである。  

 金融ケイパビリティの向上は個人だけでなく、金融サービス業界、 金融サー

ビス市場、英国経済全体に利益をもたらすことにつながるのではないかと考え

られた。そこで、金融ケイパビリティへの長期的な取り組みについて検討を重

ね、「金融ケイパビリティ :政府の長期的な取り組み」と題する報告書に取りま20 

とめて、2007 年１月に公表した 46。 

 イギリスにおける金融ケイパビリティの特徴は、第１にシチズンシップ教育

の一環として金融責任を担う市民の育成という点にある。金融ケイパビリティ

は、「全ての人にとって重要なライフスキルの一つ」と認識され、金融責任に関

しても言及されている。金融責任とは、「個人の金融に関する意思決定は、個人25 

の将来と同時に、家族やコミュニティに対してもインパクトを与えること ,そ

                                                      
42 伊藤宏一 (2012d) p.2 を参照されたい。  
43 伊藤宏一 (2012d) p.2 を参照されたい。  
44 伊藤宏一（2012d）p.14 より引用  
45 伊藤宏一 (2012d) p.3 を参照されたい。  
46 伊藤宏一 (2012d) p.3 を参照されたい。  
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してそれは経済と同時に社会・道徳・美・文化・環境といった様々な種類の価

値判断に直接リンクしており、それゆえ個人の金融に関する意思決定は、社会

的・倫理的次元をもっていることを理解すること 47」とされている。つまりイギ

リスでは、自己責任と同時に社会的責任の問題を個人の金融責任として捉えて

いる。  5 

 第２は、反貧困戦略である。金融商品や金融サービスにアクセスできない金

融排除を含む貧困問題は、経済的な問題だけでなく、様々な社会的問題を解決

しなければ、社会的排除（ Social Exclusion）の状態を解消することは困難で

ある。そのため、イギリスでは失業・職業訓練、コミュニティ・住宅・犯罪対

策、若年層対象の教育・麻薬対策、公的・私的サービスへのアクセス、政府の10 

対応改善などの各領域において積極的に取り組む必要があると認識されている

48。イギリスでは、貧困問題を解決する手段として、金融ケイパビリティ理解へ

のニーズが高まっている。  

 Tony Hobman（2010）は、「金融能力（ケイパビリティ）のある市民は、国の

長期的な経済の健全性にとってきわめて重要な存在である。商品選択を適切に15 

行い、金融問題に通じている消費者は、健全な金融サービス市場の形成を促す。

個人のレベルでは、自分の金融を管理する能力がわれわれに大きな自由をもた

らし、人生の選択肢を増やし、われわれの幸福の実現に貢献する。そして、そ

れがわれわれの家族、コミュニティ、ひいては社会に貢献することになるので

ある。」49と述べた。このように、イギリスにおける金融ケイパビリティ概念で20 

は、個人の金融行動の社会的影響が強調される。  

 また、金融教育においてより詳細なスタンダードを確立することは重要であ

ると述べたが、イギリスでは、学校段階、社会人・高齢者段階のいずれについ

ても、金融経済教育の包括的なスタンダードがまとめられている 50。イギリス

の 教 育 ・ 雇 用 省 が 学 校 段 階 の 教 育 基 準 （ Financial Capability through 25 

Personal Financial Education）を公表し、 4 段階のレベルに分け、各段階で

                                                      
47 伊藤宏一 (2012c) p.42 を参照されたい。  
48 岡村秀夫 (2007) p.59 を参照されたい。  
49 伊藤宏一（2012b）p.18 から引用  
50 全国銀行協会(2018)p.14 を参照されたい。  
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教えるべき内容を示している。さらに、イギリスでは FSA 等が社会人段階の教

育基準「Adult Financial Capability Framework（2nd Edition）」を公表し、

初級、中級、上級の 3 段階のレベルに分け、各段階で身に付けるべき、金融知

識・理解、金融スキル・能力、金融的責任を示している 51。これは多種多様な実

施主体による金融経済教育推進の指針となっている。  5 

 次に、イギリスにおける消費者の意識について確認する。イギリスでは、1980 

年代にボイコット（不買運動）の情報誌として雑誌“ Ethical Consumer” が発

行され、「倫理的消費」という言葉が生まれた 52。その後、1990 年代には、倫理

的な企業の製品を積極的に選択して買うバイコット（ボイコットの反意語とし

ての造語）が広がっていった。また、倫理的消費が進んでいる背景に「学校に10 

おける消費者教育の取組」が挙げられ、公教育の場で環境問題や人権について

身近な消費の問題を扱うことも重要である。  

 

第２節 アメリカの現状分析  

 まず図表 18 の「家計の金融資産構成比」におけるアメリカの金融資産の合15 

計に占める割合をみてみると、現金・もしくは預金の割合はわずか 13.4%であ

る。一方で、株式は 35.8%、投資信託は 11.0%、債務証券が 5.6%の割合を占め

ている。現金・預金の割合が 13.4%であるのに対して、金融商品の占めている

割合は計 52.4%にのぼる。つまり、現金・預金の割合が 51.5%に及ぶ日本と比

較すると、アメリカの方がリスク資産の運用が活発であるといえる。  20 

 

 

 

 

 25 

 

 

                                                      
51 全国銀行協会(2018)p.14 を参照されたい。  
52 消費者庁(2016)ｐ .5 を参照されたい。  
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図表 18 家計の金融資産構成比  

 

出所：日本銀行調査統計局  (2017)「資金循環の日米欧比較」 p.2 から引用  

  

アメリカにおける金融リテラシーの現状について、日本と共通の正誤問題で比5 

較すると、図表 19 の通りアメリカの正答率は日本を 10％上回っている。さら

に、設問別、性別、年齢層別、年収別のどの区分でも、日本を上回っているこ

とがわかった 53。日本と比較すると金融教育が浸透していると考えられる。  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

                                                      
53 金融広報中央委員会 (2016b）p.16 を参照されたい。  
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図表 19 正誤問題 5 問の正答率（日米比較）  

 

出所：金融広報中央委員会（2016b）「金融リテラシー調査」 p.16 より引用  

 

次に、アメリカの金融教育について詳しく述べていく。まずは FLEC と国家戦5 

略について述べる。アメリカにおける金融教育については、2003 年の「金融リ

テ ラ シ ー 及 び 金 融 教 育 改 善 法 」（ Financial Literacy and Education 

Improvement Act of 2003：）に基づき設立された連邦政府関係機関で構成され

る 「 金 融 リ テ ラ シ ー 教 育 委 員 会 」（ Financial Literacy and Education 

Commission: FLEC）が中心的な役割を果たしている 54。2016 年、FLEC は現時点10 

で最新の金融教育の国家戦略となる「金融リテラシーのための国家戦略 2016 年

改訂版」を公表した 55。国家戦略における目標は次の図表 20 の通りである。  

 

 

 15 

 

                                                      
54 全国銀行協会(2018)p.35 を参照されたい。  
55 全国銀行協会(2018)p.35 を参照されたい。  
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図表 20 アメリカの金融リテラシー国家戦略  

①  金融教育に関する意識の向上および効果的な教育へのアクセス向上  

②  コアとなる金融上の能力の規定  

③  金融教育のインフラの改善  

④  効果的な実践の特定、教化およびその共有  

出所：全国銀行協会 (2018)「国民の安定的な資産形成に資する金融経済教育の

推進に向けた銀行界の取り組み」p.36 より筆者作成  

 

 次に、大統領諮問委員会についてみていく。サブプライムローン問題を受5 

け、2008 年は、金融教育に従事する NPO の代表者などの民間の有識者を含め

た「金融リテラシーに関する大統領諮問委員会」が設置された 56。諮問委員会

設置のための大統領命令には、「金融教育を連邦政府の政策として推進する」

と明記されており 57、金融教育が大きな目標として掲げられていることがうか

がえる。  10 

 同委員会は、2010 年１月に「金融ケイパビリティに関する大統領諮問委員会」

へと名称変更のうえ存続した。ここでの金融ケイパビリティの特徴は、第１に

個人による単なる金融知識の獲得というレベルにとどまらず、自ら金融商品や

金融サービスに触れ、適切な金融行動を採るレベルまで含んだ包括的な概念と

して使用されている点である 58。金融ケイパビリティは、長期的な金融的健全15 

性ないし金融面での良い暮らし（ Well-being）を実現するための力を与えると

認識されている 59。つまり、ここでも長期的な視点が意識されていることがわ

かる。  

 また、大統領諮問委員会は報告書において「金融危機の発生には複数の要因

が関連しているが、米国消費者の金融リテラシーの不足が根本的な原因の一つ20 

であることは否定できない」という見解を示した 60。このことから、アメリカに

                                                      
56 全国銀行協会(2018)p.37 を参照されたい。  
57 観音寺命(2016)p.107 を参照されたい。  
58 観音寺命(2016)p.108 を参照されたい。  
59 伊藤宏一(2012c） p.21 を参照されたい。  
60 全国銀行協会(2018)p.37 を参照されたい。  
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おける金融ケイパビリティは、家計の金融的健全性の社会的意義の認識がある

ことが特徴として挙げられる 61。しかし、個人の金融行動が与える社会的影響

という市民自身の観点ではなく、リーマン・ショック後の金融危機の社会的影

響という政府の観点で論じられているところで、イギリスと異なっている。  

 第 2 の特徴として、金融行動の重視がある 62。サブプライムローン問題は、5 

返済不可能な住宅ローンを低所得者層に貸し付ける事から始まった。そこで諮

問委員会は「金融リテラシーそれ自身が目的ではない、金融ケイパビリティは

知識に基づく行動を意味する」と述べ、実際の適切な金融行動の実行が重要で

あることが指摘されている 63。アメリカにおける金融ケイパビリティ概念は、

知識にとどまらず、金融行動も含んでいるという点で、イギリスと共通である。  10 

 第３は、金融システムへのアクセス問題、つまり金融排除である。アメリカ

において金融包摂の試みは以前から行われてきており、始まりは 1970 年代の

コミュニティ開発金融機関の設立に遡る。しかし、図表 21 の通り、アメリカ

では Unbanked（金融機関に全くアクセスできない低所得層）、 Underbanked

（銀行など主要な金融機関へのアクセスが困難な低所得層）が未だに多く存在15 

している 64。Unbanked の割合は、アジア系以外のマイノリティ、低所得者、若

者、失業者世帯でもっとも高い 65。 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

                                                      
61 伊藤宏一(2012b) p.43 を参照されたい。  
62 伊藤宏一 (2012c) p.43 を参照されたい。  
63 伊藤宏一（2012b）p.20 を参照されたい。  
64 小林立明（2015） p.6 を参照されたい。  
65 小林立明（2015） p.7 を参照されたい。  
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図表 21 アメリカにおける金融排除の状況  

 

出所：小林立明（ 2015）「海外における金融包摂取り組み状況－ヒアリング調査

報告－」p.7 より筆者作成  

 5 

アメリカにおける金融包摂の主な政策について、始めは低所得コミュニティ

の開発や低所得者の生活向上支援が中心だった 66。近年、度重なる金融危機に

よる多重債務者や貧困層の拡大と、彼らをターゲットとした Payday Loan など

の短期・少額貸し付けサービスの急成長などに対していかに対応するかも主要

な政策課題となっている。アメリカにおける金融リテラシーは、一般に「物質10 

的健全性に影響を与える個人の金融状態に関して、理解し分析し管理し対話す

る能力」67である。それは、金融に関する選択肢を識別し、将来のために計画を

立て、ライフイベントに十分対応できる能力を含んでいる。この定義は、内容

的には OECD による「金融リテラシー」と同義である。  

 また、アメリカにおいて金融リテラシーは、より良い暮らしのために必要条15 

件ではあるが、十分条件ではないという見解である。 Johnson and Sherraden

                                                      
66 小林立明（2015） p.7 を参照されたい。  
67 伊藤宏一 (2012a)ｐ.43 を参照されたい。  
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（2007）は、「経済生活への参加は、人生のチャンスを最大化すべきであり、人々

を豊かな生活に導くようにすべきである。このためには、知識とその知識に基

づいて行動する能力、そして行動への機会が求められる。この行動への機会は、

個人的な機能の社会制度へのリンクを含んでおり、また彼らが実践しこの機能

を生かすための教育方法を含んでいる。我々は，このことを金融ケイパビリテ5 

ィと呼んでいる」としている 68。以上のように、アメリカでは適切な金融行動を

とるためには、社会制度を整備することと行動に有効な教育方法を確立するこ

とが強調されている。  

 次に、アメリカの金融教育についてみていく。アメリカの学校教育は、州政

府やその下部組織である学区を中心として行われている。日本の学習指導要領10 

のような全国統一的な教育カリキュラムは存在しない。そのため、アメリカで

は、全国的な金融教育活動の展開に当たり、地域のネットワークの形成とその

活用が欠かせない 69。 

 代表的な団体に、 JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy

（JCPFL）がある。 JCPEL は 1995 年に設立され、金融教育に関心を持つ民間金15 

融機関や、財団、学術団体、政府機関などから成る NPO 法人であり、現在およ

そ 150 の機関が参加している 70。この中には Wells Fargo や VISA などの大手企

業のほか、アメリカ銀行協会財団（ American Bankers Association Foundation）

等も含まれている。以下では、 JCPEL における主な取り組みを紹介する。  

 JCPFL は、National Standards in K-12 Personal Finance Education と呼20 

ばれる金融教育に係るスタンダードを作成・公表している。６つの分野（支払

と貯蓄、クレジットと負債、雇用と収入、投資、リスクマネジメントと保険、

金融に関する意思決定）別に、その分野で求められる総合的能力に加えて、い

くつかの原則が掲げられている。また、幼稚園から 12 年生（高校３年生）まで

年代ごとにその原則に関する達成目標が設定されている 71。 25 

 

                                                      
68 Johnson and Sherraden(2007)p.122 を参照されたい。  
69 観音寺命(2016)p.109 を参照されたい。  
70 全国銀行協会(2018)p.40 を参照されたい。  
71 全国銀行協会(2018)p.40 を参照されたい。  
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第 3 節 OECD 加盟国の現状分析  

 第３節では OECD 加盟国の金融リテラシーの状況について見たうえで、 OECD

における金融リテラシー概念を確認する。  

2015 年に、OECD によって世界 15 か国(アメリカ、イタリア、オーストラリ

ア、オランダ、カナダ、スペイン、スロバキア、中国、チリ、ブラジル、ベル5 

ギー、ペルー、ポーランド、リトアニア、ロシア )の 15 歳を対象とした学習到

達度調査(PISA)の金融リテラシーに関するテストが実施された。このテストに

は OECD 加盟国の 15 歳の生徒約 48,000 人が参加した。問題の内容は簡単なお

金の扱い方や個人資産に関する知識と技能を評価するものであった 72。最も良

いスコアを挙げたのは中国で (北京、上海、広東、江蘇州の中央値を得点化 )10 

で、その得点は 566 点であった。一方で最もスコアがよくなかったのがブラジ

ルの 398 点であった 73。 

金融リテラシーは、経済的に恵まれている家庭の生徒のほうが優れている傾

向が高い結果となった。また、金融リテラシーの高い生徒は PISA の読解力、数

学の学習到達度テストでもよい成績を残した 74。この調査の対象となった生徒15 

のうち、約 59%の生徒がお小遣いをもらっていたり、約 64%の生徒が放課後に働

いたりすることによって何らかの金銭を稼いでいることがわかっている。さら

に、56%にも及ぶ生徒が銀行口座を開設しているが、その 3 人に 2 人が口座を管

理する適切な知識や能力を身に着けておらず、銀行取引明細書すら理解できて

いないということが明らかになった 75。  20 

また、2016 年に公表された同じく OECD30 か国(香港、韓国、エストニア、

ノルウェー、フィンランド、ラトビア、ニュージーランド、フランス、カナ

ダ、オーストリア、ベルギー、オランダ、リトアニア、ポルトガル、ハンガリ

ー、トルコ、ジョージア、チェコ、ポーランド、ブラジル、ヨルダン、クロア

チア、イギリス、日本、ロシア、アルバニア、南アフリカ、タイ、ベラルー25 

シ、マレーシア、バージン諸島 )を対象とした調査と日本国内で実施された金

                                                      
72 OECD(2017)を参照されたい。  
73 同上 
74 同上 
75 同上 
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融リテラシー調査の共通設問 6 問の正答率から、日本の金融リテラシーのレベ

ルを OECD 加盟国と比較することができる。図表 22 はその結果を表したグラフ

である。最も高かった香港の正答率は 81%、最も低かったバージン諸島は 51%

であった。日本の正答率は OECD 加盟国の平均正答率を 6%下回る 58%で 31 か国

中 24 位という結果になった。  5 

 

図表 22 共通正誤問題６問の正答率  

 

出所：日本銀行福岡支店（ 2017）「金融リテラシー調査の概要―九州・沖縄の特

徴」p.11 より引用  10 

 

先にも述べたように、この調査において OECD が用いたのは、「簡単な」お金

の使い方や個人資産に関する知識と技能を評価するものであった。このことは

OECD が金融リテラシーを定義づけた「金融に関する適切で健全な意思決定を行

い、金銭面での個人の良い暮らし（ Well-being）を達成するために必要な、金15 

融に関する意識・知識・スキル・態度及び行動の総体」という文言からも理解

できる。しかしながら、OECD の金融ケイパビリティ概念は先に述べてきたイギ

リスやアメリカの金融ケイパビリティ概念とは異なり、個人の金融行動による

社会への影響までは言及されていない。  

このように、リテラシー向上のための取り組みを行っている OECD に加盟し20 

ているにも関わらず、金融リテラシーが高いとは言えない水準でとどまってい

る国々が現状数多く存在する。今日では金融商品を保有している家庭が増加傾

向にあるため、一般家庭が金融に触れ合う機会が増加している。先に述べてき
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た OECD が推進するものに代表される基本的な金融リテラシーを根底の知識と

し、今後の社会ではイギリス、アメリカに代表される金融ケイパビリティ概念

習得がより一層望まれるだろう。次章では、我々が考える今後身に着けるべき

真の金融リテラシーについて述べていく。  

 5 

第４章  真に必要な金融リテラシー  

 これまで、日本の現状分析や諸外国比較を行ってきた。これを踏まえたうえ

で、本章では我々の考える真に必要な金融リテラシーについて述べる。第 1 節

では真の金融リテラシーの構成要素を明らかにしながら、従来の金融リテラシ

ーとの違いを明らかにしていく。  10 

 

第１節 真の金融リテラシーとは  

 現在日本では、これまで述べてきた金融リテラシーの不足という課題に対し、

金融庁の金融広報中央委員会や金融経済教育推進会議などで議論が重ねられて

きた。また、金融リテラシーを身に着けた上で、「貯蓄から投資へ」や「貯蓄か15 

ら資産形成」といった行動に移す金融行動に関する議論も行われてきた。しか

し、日本では第 3 章で述べたようなイギリスで盛り込まれている社会的責任を

含んだ金融ケイパビリティについての議論はさほど行われていないのが現状で

ある。  

そこで我々が、日本において今後必要とされる金融リテラシーとして定義す20 

るのは、従来の金融リテラシーと金融行動に社会的責任を加えた真の金融リテ

ラシーであると考えた。これを図式化したものが図表 23 である。  

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図表 23 真の金融リテラシー構図  

 

出所：筆者作成  

 5 

まず、構成要素の１つ目である金融リテラシーは、金融知識の習得、長期的

な生活・家計の設計、貯蓄・投資の必要性の理解、ライフプランニングの必要

性の理解などが該当すると考えた 76。これらは、金融広報中央委員会の金融リ

テラシーマップなどで挙げられている必要最低限身につけておくべき金融リテ

ラシーと同様である。  10 

次に 2 つ目の構成要素である金融行動は、主に家計管理（収支を一致させる

こと、収支を記録することの重要性）や適切な金融商品の選択（保険商品、ロ

ーン商品、投資商品で適切な商品を選択する能力の重要性）などが挙げられる

77。 

以上、この２つの構成要素は従来の金融リテラシーにおいても認識されてき15 

た。我々は日本の従来の金融リテラシーに３つ目の構成要素として、社会的責

任を加えるべきであると考える。なぜなら、この社会的責任を構成要素に加え

ることで、自身の金融に関する意思決定や行動は、自身だけでなく社会・経済

                                                      
76 金融庁(2013)p.7 を参照されたい。  
77 金融庁(2013)p.19 を参照されたい。  
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といった大きなコミュニティに影響を与えていると理解する必要があるからで

ある。つまり、金融リテラシーと共に社会性・倫理・責任感をもつことで、豊

かな社会・豊かな暮らしの形成を目指すことができると我々は考える。  

また、我々の考える真の金融リテラシーと類似しているのは、イギリスの金

融ケイパビリティ概念である。イギリスやアメリカは先に述べたように社会的5 

責任を視野に入れた独自の金融ケイパビリティ概念を普及させてきた。  

真の金融リテラシーを身に着けることで、環境、文化など様々な面から豊か

な社会の形成につながると我々は考える。また、消費者自身は一人ひとりが主

体性を持つ必要がある。我々はこの真の金融リテラシーをもった主体性のある

消費者が形成する消費者市民社会こそが、日本が今後目指すべき姿であると考10 

える。  

次に、この消費者市民が形成する社会について説明する。消費者市民社会と

は、「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、

自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済

情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持15 

続可能な社会の形成に積極的に参画する社会 78」と定義されている。また、消費

者市民社会は、消費者がこれから築いていく持続可能な社会のモデルとして『平

成 20 年版国民生活白書』で紹介され、同年の「消費者行政推進基本計画」にも

記載された概念である。消費者が消費行動を通じて社会に参加することによっ

て持続可能な社会を目指している。  20 

また、消費者市民社会における具体的な消費行動として、環境への視点やコ

ンプライアンスに欠ける企業の商品やサービスを選択しないことなどが挙げら

れる。消費者が商品を購入しなければ、そのような企業は衰退する。このよう

に、消費行動によって安心・安全で公正な社会に向かった改善と発展が図られ

る。このような自立した消費者の育成は、自らの利益を増加させるために自主25 

的かつ合理的に行動することができる個人を生み出すだけでなく、健全な経済

社会の形成にとって重要である。つまり消費者は、消費行動を通じて社会に積

                                                      
78 消費者庁(2012)p.2 を参照されたい。  
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極的に参加することによって、持続可能な社会の形成に貢献できる 79。このよ

うな消費者の日々の意思決定や行動が、経済社会の発展や持続可能な社会を形

成する上で大きな役割を果たすことを認識させることで、社会の一員として行

動する消費者を育成していくのである。これまで行われてきた消費者被害防止

のための様々な教育や取り組みも、消費者自身が意識を変え、知識や判断力・5 

交渉力を身に付けることにより、一層効果を発揮することになると考えた。  

では、次節においてこの我々の考えた真の金融リテラシーを普及させるにあ

たっての改善点を述べていく。   

 

第２節 真の金融リテラシーを普及させるにあたって  10 

本章１節では、我々の考える今後身に着けるべき真の金融リテラシーを述べ

てきた。この真の金融リテラシーを身に着けることで、現状日本が抱えている

多くの課題を解決できると我々は考える。  

しかし、この真の金融リテラシーを普及させるにあたり、主に３点の課題が

存在する。  15 

1 つ目は、真の金融リテラシーにおける社会的責任を盛り込んだ目指すべき

指標がない点である。現状ある指標として挙げられるものは、先に述べた金融

広報中央委員会が発表している「金融リテラシーマップ」である。この「金融

リテラシーマップ」の課題は、主に身に着けるべき知識や理想的な行動のみが

述べられており、社会的責任の必要性の認知ができない点である。  20 

２つ目は、学生への全国的な金融リテラシーの調査を行っていない点である。

先に述べたように、文部科学省が実施している「全国学力調査」では、金融教

育で学ぶ「社会科」の科目がない。そのため、生徒の金融リテラシー定着度を

把握できず、社会的視野を盛り込んだ金融知識を固めることが困難となってい

る。 25 

３つ目は、投資への関心度が低い点である。具体的には、学校の授業や政府

の取り組みによって知識を身に着けたのにも関わらず、金融行動に結びついて

いないことである。先にも述べたように、日本の家計の金融資産は諸外国と比

                                                      
79 野々山宏(2012)p.2 を参照されたい。  
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較しても預貯金の割合が高い。また、エシカル消費への関心も低く、消費者が

社会的責任を自覚していない現状もある。このままでは社会的責任を含んだ真

の金融リテラシー定着は難しいことは容易に想像がつく。  

次章では、この 3 点の課題に対して、どのようにして一人ひとりに社会的責

任を認識させ、金融教育の課題を解決し、投資家層を増やしていくか、という5 

ことに対する具体的な提言を述べていく。  

 

 

第５章  提言 

第１節  真の金融リテラシーマップの活用  10 

前章では真の金融リテラシーが今後必要であると述べた。そこで第１節で

は、真の金融リテラシーを体系的、具体的にまとめた「真の金融リテラシーマ

ップ」を提案する。  

先にも述べたように、現行の金融リテラシーマップには社会的責任の項目が

盛り込まれていない。そこで我々は、「家計・生活」、「貯蓄・投資」、「金融知15 

識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」、「ライフプランニン

グ」に加え、「社会性・倫理・責任感」を盛り込んだ「真の金融リテラシーマ

ップ」を提言する。具体的な内容は、図表 24 と図表 25 である。  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図表 24 真の金融リテラシーマップ (小・中・高編 ) 

 

出所：金融広報中央委員会 (2013)「金融リテラシーマップ」pp.3-4 より筆者

作成 5 
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図表 25 真の金融リテラシーマップ (大学、若年社会人、一般社会人、高齢者

編) 

 

出所：金融広報中央委員会 (2013)「金融リテラシーマップ」pp.3-4 より筆者5 

作成 

 

図表 24、25 の通り、真の金融リテラシーマップと、現状の金融リテラシー

マップで大きく異なる点は、「社会性・倫理・責任感」の項目を加えている点
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である。また、2015 年 9 月に「持続可能な開発目標」（ SDGs）が採択された

80。SDGs では、国連に加盟する全ての国が力を尽くして達成すべき分野別の目

標として、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会などと併せて持続

可能な生産消費形態の確保を掲げている。こうした概念を盛り込むことは、社

会性に基づいた金融行動をおこすための金融リテラシーについて述べること5 

で、社会的責任の必要性を認知させることを目的としている。  

さらに、「貯蓄と投資」を新たに項目として加えた。その理由として、昨今

言われ続けている投資による「貯蓄から資産形成」の必要性と、そこから作り

あげるライフプランニングの繋がりの大切さを知ってほしかったためである。  

また、この真の金融リテラシーマップは、金融行動を行う前に、必ず身に着10 

けるべき基本的な知識や能力を示した指標として扱ってもらうことを目的とし

ている。  

また、この真の金融リテラシーマップは金融広報中央委員会のホームページ

に現状の金融リテラシーと同様に掲載を希望する。さらに、より多くの人にマ

ップの存在を認知してもらうために、各金融機関のホームページや学校の社会15 

科の教科書に掲載することを提案する。なぜなら金融機関のホームページでは

大学生から社会人、学校の教科書には各段階のマップを抜粋して載せること

で、各段階での目標がより明確化するからである。さらに真の金融リテラシー

マップを目にする機会が多くなり、真の金融リテラシーの普及と社会性のある

金融行動に繋げられる可能性が高まると考える。  20 

 

第２節  全国学力調査に「金融」の科目を追加  

 第２節では、真の金融リテラシーにおける「金融知識」に焦点を当てる。そ

こで、全国学力調査に「金融」の科目を追加することを提案する。  

 近年日本において金融リテラシーの必要性が注目され始めた影響で、金融教25 

育への取り組みも盛んになってきた。その金融教育で行われるのは、先に述べ

たように、主に「社会科」の科目であろう。文部科学省では、社会科の目標

を、「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動

                                                      
80 倫理的消費調査研究会 (2018)ｐ.1 を参照されたい。  
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を通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及

び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育成することを目指

す 81」と定義している。しかし、「社会科」で定義されている社会の形成者に

必要不可欠である金融リテラシーやその能力を図る全国統一の調査は実施され

ていない。また、「社会科」には、歴史や地理なども含まれ、広義な専門性の5 

ない調査となってしまう。そこで、我々は、「全国学力・学習状況調査」に

「金融」の科目を新たに加えることを提言とする。  

次に、この調査の具体的な内容について説明していく。試験問題について

は、現在全国学力・学習状況調査を実施している文部科学省と、金融広報中央

委員会が連携して作成する。まず、主に小学校課程では社会科で扱う金融科目10 

から出題し、次に中学校課程では公民で扱う金融科目から主題する。また、金

融リテラシーの定着度をさらに図るために、我々が作成した真の金融リテラシ

ーマップ・金融広報中央委員会が作成した金融リテラシーマップに掲載されて

いる項目について中心に出題することを提案する。また、文部科学省は小学校

が 2020 年度から、中学校は 2021 年度から適用される新指導要領おいて重視す15 

べき 3 要素として「資質・能力の三つの柱」を発表した。 3 要素の 1 つ目に知

識・技能、2 つ目に思考力・判断力・表現力等、 3 つ目に学びに向かう力・人

間性・社会性等である。我々は、試験を作成する際にこの「資質・能力の三つ

の柱」を考慮する。この金融科目で「全国学力・学習状況調査」を通じて定着

度の「見える化」を図り、金融教育の発展と普及をより一層行っていくべきで20 

あると我々は考えた。  

また、同時に金融リテラシーのアンケート調査も実施することを提案する。

それを具体的に小学生版の調査とアンケート調査として一部我々が考えたの

は、図表 26 である。  

 25 

 

 

 

                                                      
81 文部科学省(2005)を引用。  



46 

 

図表 26 小学生版  金融科 「全国学力・学習状況調査」とアンケート調査  

小学生版 金融科 「全国学力・学習状況調査」  

問．普段のお金を使う生活において、正しいと思うのはどれか？  

ア 欲しいものではないが、お金はたくさんあるので買う  

イ 自分はお金を稼いではいないが、お年玉やお小遣いをもらっているので

友達にお菓子を買ってあげた  

ウ 両親からお金をもらったが、まず計画をたてて使うことにしている  

小学生版 金融科 「全国学力・学習状況調査」アンケート調査  

問．自分が理解している・行っていると思う場合は○、理解していない・行

っていないと思う場合は×を選びなさい。  

・両親とのお金に関する約束を守っている  

・お金は仕事をすることで手に入ることを知っている  

・自分はお金を計画的に使っている  

・自分が病気や事故にあったとき、保険で医療費は安くなることを知ってい

る 

・募金の使われ方を知っている  

出所：三谷ゼミナール  青木班(2018)真の金融リテラシーマップより、筆者作

成 

 5 

以上のような金融の全国学力・学習状況調査を実施することで、学校全体や

生徒一人ひとりの知識や能力の「見える化」を図ることができる。また、文部

科学省の傘下である各都道府県の教育委員会と金融広報中央委員会が連携をと

りやすくなり、成績が振るわなかった学校や地域への専門講師の派遣やセミナ

ーの開催がより一層充実させることができると考えた。また、アンケート調査10 

によって生徒の社会に対する意識などを把握することができる。それは今後の

社会的視野を盛り込んだ金融教育の充実に役立つにちがいない。  

 

第３節 金融教育アンバサダーによる投資の推進  
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 我々は前章で真の金融リテラシーについて述べた。ここでは、真の金融リテ

ラシーの要素であるアクションと社会的視野に焦点を当てた提案をする。そこ

で、アンバサダーによる投資の推進を提言する。以下でまずアンバサダーの説

明を行い、提案の内容、意義について述べていく。  

 アンバサダーとは、自分の好きな商品、サービス、企業やブランドについて5 

積極的に発言・推奨する熱量の高いファン（顧客）のことを指す 82。ここで注

意すべきポイントは、その顧客は芸能人や著名人ではなく、一般人である。ア

ンバサダーを活用したマーケティングは、メディアや著名人による大量のリー

チ獲得を目指すものではない。アンバサダーが発信する情報が他のユーザーへ

もたらす影響力に着目し活用する手法である 83。すなわち、アンバサダーによ10 

る発言内容が他のユーザーの気持ちや行動を変化させ、購買への動機づけとな

ることを目指している。アンバサダーを活用したマーケティングをアンバサダ

ー・プログラムと呼び、一連の流れを簡単にまとめると以下のようになる。  

 

図表 27 アンバサダー・プログラム  15 

①  クチコミをしてくれる熱量の高いファン（顧客）を見つけだす  

②  そのファンたちを企業がアンバサダーと公認する  

③  企業が行う数々の活動に参加してもらう  

④  企業とアンバサダーが一緒になり、永続的に企業のマーケティング活動

を行う  

出所：藤崎実、徳力  基彦(2015)「アンバサダー顧客活用施策と効果検証の実

際」pp.8-25 より筆者作成  

 

現在、金融教育アンバサダー活動は、株式会社 Good Moneyger が運営してい

る。このアンバサダー活動は日本における金融リテラシーの底上げを目指して20 

おり、金融教育を目的としたカードゲームを用いて、勉強会・セミナー・授業

等の実施のため、金融教育としての意味合いが強い。  

                                                      
82 藤崎実、徳力基彦 (2015)p.8 を参照されたい。 
83 藤崎実、徳力基彦 (2015)pp.12-13 を参照されたい。  
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一方、ニールセン株式会社によって世界 60 カ国、30,000 人以上を対象に

「広告の信頼度グローバル調査」が実施された。調査によると、世界の消費者

が信頼する対象として第１位に挙げたのは「友人や家族の推奨」である 84。こ

のことから、多くの消費者は友人や家族の推奨や、消費者レビューを信頼して

いるということがわかる。また、友人や家族の意見を信頼すると答えた回答者5 

と同じ割合の人々（共に 83%）が、少なくとも時々はそうした意見を受けて行

動を起こすと答えており、広告への信頼と消費者行動は連動するといえる 85。 

そこで、この環境に注目し、金融の現場でもアンバサダーを導入する。具体

的な内容は、図表 27 のアンバサダー・プログラムに沿って述べていく。①投

資家の中から、金融商品の魅力を伝えてくれる投資家を見つける。②金融庁に10 

協力を仰ぎ、金融広報中央委員会がアンバサダーを任命する。なぜなら金融庁

は「家計の安定的な資産形成」を目標として金融教育の推進を図っており、中

心となって活動する責任があるからである。③アンバサダーは企業に出向き、

投資の魅力を伝える。理想的なアンバサダーの活動の例としては、 CSR 活動に

注力している企業の社員教育の一環として行うことがよいと我々は考えた。④15 

金融広報中央委員会とアンバサダーが連携し、永続的に活動する。こうした一

連のアンバサダー・プログラムにより、消費者が様々な金融商品に興味を持

ち、選択肢を増やすことが目的である。  

投資を行っているアンバサダーが投資の魅力を伝えることで、より投資を身

近に感じてもらうことができる。また、アンバサダーが利用している商品ごと20 

の特徴やリスク、分散投資の方法、確定拠出年金や NISA などの新たな制度を

一般の目線から伝えることも可能である。さらに、投資に対し「売り買いする

タイミングがすごく大事だというイメージがある」、「投資するなら一儲けした

い」 86といった短期的な価格の動きで儲けることだ、と考える人が多い現状

を、アンバサダーによって変えていくことも重要である。実際の体験をもとに25 

アンバサダーが伝えることで、「投資の基本は長期投資であり、本来、企業や

                                                      
84 ニールセン(2015)p.4 を参照されたい。  
85 ニールセン(2015)p.5 を参照されたい。  

86 野村総合研究所(2015)p.16 を参照されたい。  
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経済の活動に資金を投じること、つまり投資を行うことで企業や経済の成長を

買うことになり、その恩恵に与ることが期待できる」 87といった考えを浸透さ

せることができると考える。  

また、消費者意思決定のプロセスに関して、電通から提示された AISAS が代

表的である 88。AISAS は Attention、Interest、Search、Action、Share の略5 

で、商品に注意をはらい、興味をもったあとに情報探索し、購入したあと情報

を共有するという流れを示している。  

 

図表 28 AISAS(注意・興味・探索・行動・情報共有 )の図解  

 10 

出所：清水聰、寺本高、斉藤嘉一、井上淳子 (2015)「2020 年の消費者 循環

型マーケティングへの転換」 p.32 より引用  

 

AISAS では、一人の消費者の経験は、その人にとどまることなく、情報共有

という形で顧客に広まることを示している。金融商品も他の商品同様であると15 

考えられる。アンバサダー効果による情報共有が図られることで、他者が興味

を持ち、金融商品の検討、購入に繋がることが期待できる。  

 また、我々の考える理想的な金融商品は ESG 投資やソーシャル・インパクト・

ボンドなどの社会的インパクト投資である。 ESG 投資は投資家たちが環境・社

会・ガバナンスの観点から企業の社会的取り組みを評価して投資を行うもので20 

ある。また、ソーシャル・インパクト・ボンドは、行政の成果連動型支払契約

と民間資金の活用を組み合わせた官民連携手法の一つで、これまで自治体が行

ってきた公的事業を投資家たちから資金を募り行うものである 89。つまり、こ

のような ESG 投資やソーシャル・インパクト・ボンドといった社会的インパク

                                                      

87 三菱 UFJ 信託銀行 (2016)p.10 を引用 

88 清水聰、寺本高、斉藤嘉一、井上淳子 (2015)p.32 を参照されたい。  
89 日本財団(2015)を参照されたい。  
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ト投資が機能すれば、投資家は社会的責任を負う立場と位置づけられる。そし

て、その投資家たちが先に述べたようにアンバサダーとなり、投資の魅力を伝

えていくことも社会的責任と考え、伝えていくことが重要であると我々は考え

た。 

以上、我々の 3 点の提言をまとめると、真の金融リテラシーマップで身に付5 

けるべき知識や能力を明確にし、全国学力調査に「金融」の科目を追加するこ

とで、学校段階における金融リテラシーの定着度を測る。この結果を踏まえ、

現行の講師派遣などを積極的に行うことで、金融リテラシーの強化が期待でき

る。以上の過程で正しい金融リテラシーを身に着けた人々が ESG 投資やソーシ

ャル・インパクト・ボンドを行うことによって社会的責任を果たす。これによ10 

り、我々の考える真の金融リテラシーにおける金融行動の理想的なあり方は達

成されると考える。  

 

 

おわりに  15 

 本論文では、人生において金融は切っても切れない関係にあり、金融に関す

る正しい知識・行動を理解することは、個人の生活をより豊かにする可能性を

秘めていると考えた。我々はその金融に関する日本や諸外国の金融リテラシー

の現状の金融教育の現状を分析し、今後日本における金融リテラシーとして真

の金融リテラシーを定義し、それを身に付けるための提案を行った。  20 

現在の日本では少子高齢化などの社会経済環境の変化に伴い、生活をする上

で多くの不安要素が存在している。そのため、個人が豊かな生活を送るには社

会経済環境に適応した金融に関する意思決定や行動が求められている。それと

同時に、社会や環境に配慮した公正で持続可能な社会を目指す消費者意識を構

築しなければならない。金融広報中央委員会をはじめとする様々な機関が金融25 

教育を推進している。しかしながら、現行の制度には目指すべき指標がない、

義務教育段階において金融リテラシーを測る統一テストがない、我々消費者の

社会的責任が不足しているなどの課題が存在している。  

また、我々は金融リテラシー、金融行動、社会的責任を構成要素とした真の

金融リテラシーを身に着ける必要があると考えた。そこで我々は真の金融リテ30 
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ラシーマップで我々の目指すべき姿を明確にした。さらに、全国学力調査に「金

融」の科目を追加、金融教育アンバサダーによる投資の推進を提言し、社会的

視野を含めた金融知識の定着を目指す。これらの提言の実施により国民一人ひ

とりが真の金融リテラシーを身に着け、持続可能な社会を目指したよりよい生

活が達成できるに違いない。  5 

 

 

 

 

 10 
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